
























　複合公共施設の配置図（各室名称は令和７年２月２０日現在）

■地域交流ゾーンの施設概要

① 多目的ホール 307.2 ㎡

② 工作室 41.0 ㎡

③ 調理室 50.0 ㎡

④ 会議室 35.2 ㎡

⑤ 控室 36.5 ㎡

⑥ スタジオA、スタジオB 62.8 ㎡

⑦ 活動室 35.1 ㎡

⑧ 交流室 82.7 ㎡

⑨ 民間収益施設 19.7 ㎡

⑩ 総合事務室 162.0 ㎡

⑪ コミュニティスペース 193.1 ㎡

650.5 ㎡

（参考）

■藤久保公民館の施設概要

① 多目的ホール 203.8 ㎡

② 美術工作室 43.5 ㎡

③ 学習室 40.9 ㎡

④ 和室 68.3 ㎡

⑤ 図書室 36.1 ㎡

⑥ 視聴覚室 39.1 ㎡

⑦ 団体活動室 20.7 ㎡

⑧ 保育室 35.2 ㎡

⑨ ロビーほか共用スペース 735.7 ㎡

487.6 ㎡

合　計

合　計
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藤久保地域拠点施設の運営のあり方について　～　庁内協議体と協議スケジュール

(別表)

７月
　　　　　　　藤久保地域拠点施設運営検討部会 要領（抜粋）
（任務）
第1条　検討部会は、藤久保地域拠点施設に関する次の内容を検討し、藤久保地域拠点施設検討会議
 へ報告する。
（1）施設設置条例等
（2）施設の運営に関する組織、機構
（3）移行に伴う業務の整理
(組織)
第2条　検討部会は、部会長、副部会長及び委員をもって組織する。
2　部会長は町長とする。副部会長は副町長とする。
3　委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第5条　検討部会は、部会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2　検討会議は、必要に応じ委員以外の者を招集し、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条　検討部会の事務局は、施設マネジメント課に置く。

公民館運営審議会運営検討部会

               藤久保地域拠点施設検討会議 設置要綱（抜粋）
(設置)
第1条　藤久保地域拠点施設整備等事業を官民連携事業として実施するために必要となる検討を行うた
  め、藤久保地域拠点施設検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条　検討会議は、藤久保地域拠点施設整備等事業に関する次の事務を所掌する。
(1)　官民連携による事業実施に関すること。
(組織)
第3条　検討会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2　委員長は町長とし、副委員長は副町長とする。
3　委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第5条　検討会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2　検討会議は、必要に応じ委員以外の者を招集し、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条　検討会議の事務局は、施設マネジメント課に置く。
(検討部会)
第7条　検討会議の所掌事項を専門的に協議及び検討するために、検討部会を置くことができる。

総合調整幹、政策推進室長、総務課長、財政デジタル推進課長、施設マネジ
メント課長、秘書広報室長、自治安心課長、文化・スポーツ推進課長、住民
課長、福祉課長、健康増進課長、こども支援課長、都市計画課長、道路交通
課長、上下水道課長、教育長、教育次長、教育総務課長、学校教育課長、社
会教育課長、教育センター長、図書館長

委員

・答申書策定　確認
・答申
・定例教育委員会
・総合教育会議

～関係分野ごと協議検討～９月

１１月
第４回
・検討部会報告とりまとめ
・検討会議への結果報告

・複合公共施設（地域交
  流ゾーン）の運営手法
 （案）について
・藤久保公民館の見直し
　及び個別条例等の改正
 （案）について
・公民館使用料減免規程
　の承継について

・地域交流ゾーンの運営
　手法について（確認）
・公民館条例等の改正に
　ついて（確認）
・減免規定の調整につい
 （確認）

第３回
・組織機構　　策定
・設置条例　　策定
・減免規定等　策定
・予算組立　　策定

８月

第１回
・検討部会の立ち上げ
・内容確認、スケジュール確認

４月

６月

第２回
・組織機構（案）
・設置条例（案）
・条例中の減免規定（案）
・別に定める規則等
・予算組立（案）

～関係分野ごと協議検討～

【庁内意思決定のプロセス】
藤久保地域拠点施設運営検討部会による協議検討

（4月～11月）

藤久保地域拠点施設検討会議へ結果報告

以降、検討会議により進行

【庁内意思決定の時期】

素案の確定 11月

・関係条例

・組織機構 パブコメ12月 3月議会

・関係予算



令和7年4月1日現在

電 算 統 計 担 当

(会計管理者) 会 計 課 会 計 担 当

自 然 環 境 担 当

観 光 産 業 課 農 業 振 興 担 当

（ 農 業 委 員 会 ）

商 工 観 光 担 当

（工事検査グループ、災害対策グループ、協働推進グループ、みよしまつり推進グループ、
空き家対策グループ、危機管理グループ、共生社会推進グループ）

み ど り 学 園

児 童 館

学 童 保 育 室

子 育 て 支 援 セ ン タ ー

環 境 課 環 境 対 策 担 当

こ ど も 支 援 課 児 童 福 祉 担 当

保 育 担 当

保 育 所

(こども家庭センター：子ども家庭総合支援拠点）

母 子 保 健 担 当

（こども家庭センター：子育て世代包括支援センター）

（精神障害者小規模地域生活支援センター）
（ 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー ）

健 康 増 進 課 介 護 保 険 担 当

健 康 推 進 担 当

出 張 所

福 祉 課 福 祉 庶 務 担 当

福 祉 支 援 担 当

自 治 安 心 課 自 治 協 働 ・ 防 犯 担 当

防 災 ・ 交 通 安 全 担 当

住 民 課 住 民 担 当

保 険 年 金 担 当

文 化 ・ ス ポ ー ツ 推 進 課 文 化 ・ ス ポ ー ツ 担 当

＜ 総 合 窓 口 ＞

資 産 税 担 当

町　  長 副  町  長 管 理 担 当

収 税 担 当

藤久保地域拠点施設整備準備担当

秘 書 広 報 室 秘 書 広 報 担 当

税 務 課 住 民 税 担 当

職 員 担 当

財 政 デ ジ タ ル 推 進 課 財 政 担 当

施 設 マ ネ ジ メ ン ト 課 管 財 契 約 担 当

道 路 整 備 ・ 交 通 施 設 担 当

地域活性化発信交流拠点整備担当

政 策 推 進 室 政 策 推 進 担 当

総 務 課 人 権 ・ 庶 務 担 当
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道 路 交 通 課

《 三芳町行政機構図 》

都 市 計 画 課 都 市 計 画 ・ 区 画 整 理 担 当

総合調整幹 開 発 建 築 担 当

公 園 担 当

道 路 管 理 担 当



　　　

事　　務

事　　務

事 務 局

事　　務

事　　務

３７，３６３人　（令和７年２月末日時点　外国人を含む）

１７，１５５世帯

１５．３３ｋ㎡

共に創ろう　ひと・まち・みどりがつながる　幸せのまち

町部局　２４０人

それ以外の部局　４２人

合計職員数　２８２人　（令和７年４月１日現在）

　職員１人当たりの住民数　１３２．５人

　役場所在地 〒354-8555　埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1

電話番号　049-258-0019

教　　育　　長

　面　　積

　町の将来像

　職員構成

　人　　口

　世 帯 数

行
政
委
員
会

　選挙管理委員会

　固定資産評価審査委員会 【総務課　人権・庶務担当】

　公平委員会 【政策推進室　政策推進担当】

議　　　     会 議 会 事 務 局 議 事 調 査 担 当

【総務課　人権庶務担当】

　監　査　委　員 【総務課　人権庶務担当】

　農業委員会 【観光産業課　農業振興担当】

図 書 館

文 化 財 保 護 課 文 化 財 保 護 担 当

（事務所は資料館内） 歴 史 民 俗 資 料 館

町 立 小 ・ 中 学 校

学 校 教 育 課 指 導 担 当

学 務 担 当

社 会 教 育 課 社 会 教 育 担 当

公 民 館
（ 中 央 ・ 藤 久 保 ・ 竹 間 沢 ）

教 育 セ ン タ ー

教 育 委 員 会

教 育 総 務 課 施 設 庶 務 担 当

下 水 道 施 設 担 当

学 校 給 食 セ ン タ ー

水 道 施 設 担 当

下 水 道 業 務 担 当

上 下 水 道 事 業

（三芳町長） 水 道 業 務 担 当上 下 水 道 課



公民館の位置付け（法的整理） 

～地方教育行政の組織及び運営に関する法律～ 

（教育委員会の職務権限） 

第 21 条 教育委員会は、教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 

1  教育委員会の所管に属する第 30 条に規定する学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 

12 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。 

～社 会 教 育 法～ 

（市町村の教育委員会の事務） 

第 5 条 市町村の教育委員会は、社会教育に関し、次の事務を行う。 

3 公民館の設置及び管理に関すること。 

4 図書館、博物館、青年の家その他の社会教育施設の設置及び管理に関すること。 

6 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。 

11 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。 

12 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。 

第五章 公民館 

（目的） 

第 20 条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種

の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に

寄与することを目的とする。 

（公民館の事業） 

第 22 条 公民館は、第 20 条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。 

1 定期講座を開設すること。 

2 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。 

3 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。 

4 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。 

5 各種の団体、機関等の連絡を図ること。 

6 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。 

～三芳町公民館の設置及び管理に関する条例～ 

(設置) 

第 1 条 社会教育法第 20 条の目的を達成するため、同法第 21 条の規定に基づき、三芳町に公民館を設置する。 

(名称及び位置) 

第 2 条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

(1) 三芳町立中央公民館 三芳町大字北永井 348 番地 2 

(2) 三芳町立藤久保公民館 三芳町大字藤久保 7232 番地 1 

(3) 三芳町立竹間沢公民館 三芳町大字竹間沢 555 番地 1 

(管理) 

第 4 条 公民館は、三芳町教育委員会がこれを管理する。 

(使用料の減免) 

第 15 条 公共団体若しくは公共的団体又は法第 22 条に定める公民館事業と同様の事業を行うことを目的として公

民館を使用する場合においては、前条第 3 項の使用料を減免することができる。 

 

 










